
条

例 

被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
七
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
六
号 

 
 

 

被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例 

被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
利
用
世
帯
等
」
を
「
基
準
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
一
の
居
室
を

二
以
上
の
世
帯
に
利
用
さ
せ
な
い
よ
う
」
を
「
居
室
を
原
則
と
し
て
個
室
と
す
る
よ
う
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
被
保
護
者
等
一
人
当
た
り
」
を
「
各
居
室
」
に
、
「
四
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
」

を
「
七
・
四
三
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
九
・
四
五
立
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
十
五
・
六
〇
三
立
方

メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条

例
第
八
条
第
二
項
の
適
用
を
受
け
て
い
た
住
居
等
を
、
改
正
後
の
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ

ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適

合
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
住
居
等
に
居
住
し
て
い
る
者
を
引
き
続
き
当
該
住

居
等
に
居
住
さ
せ
る
等
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
者
の
住
居
等
の
確
保
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
知
事
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
お
そ
れ
が
あ
る
間
に
お
け
る
当
該
住
居
等
に
係
る
同
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
七
・
四
三
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
四
・
九
五

平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
、
「
十
五
・
六
〇
三
立
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
十
・
三
九
五
立
方

メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。 

   


